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１ 法人税の改正に伴う地方法人課税の改正 

今般、法人税において、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設、研究開発税制の拡充

及び見直し、賃上げ促進税制の見直し等が行われることを踏まえ、法人住民税及び法人事業税に

おいて国税に準ずる措置を講ずることとされました。 

   ○ 法人事業税付加価値割における賃上げ促進税制の見直し 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 電気供給業を行う法人の事業税の改正 

電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除され

る収入金額の範囲に、一般送配電事業者が広域系統整備計画に定める電気工作物(以下「地域  

間連系線」という。)の整備又は更新の実施を行う一般送配電事業者又は送電事業者に地域間連

系線の整備等に必要な費用として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の 

特例措置を３年間に限り講ずることとされました。 

 

お問合せは管轄の県税事務所 法人担当までお願いします。 

中央県税事務所 ０４３（２３１）２３００  東金県税事務所 ０４７５（５４）０２２３ 

千葉西県税事務所 ０４３（２７９）７１１１   茂原県税事務所 ０４７５（２２）１７２１ 

船橋県税事務所 ０４７（４３３）１２７８  館山県税事務所 ０４７０（２２）７１１７ 

松戸県税事務所 ０４７（３６１）２２７９  木更津県税事務所 ０４３８（２５）１１１０ 

柏 県 税 事 務 所 ０４（７１４７）８７４３  市原県税事務所 ０４３６（２２）２１７１ 

佐倉県税事務所 ０４３（４８３）１１１４   

香取県税事務所 ０４７８（５４）１３１４ 

旭 県 税 事 務 所 ０４７９（６２）０７７２ 

 

令和８年度税制改正等について 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/jimusho/index.html 


